
（５）

　
私
た
ち
の
ま
ち
幌
延
町
は
、
豊
か
な

自
然
の
恵
み
の
も
と
、
先
人
の
英
知
と

努
力
に
よ
っ
て
農
業
を
中
心
と
し
た

経
済
を
基
盤
に
、
地
域
社
会
の
発
展
と

豊
か
な
暮
ら
し
の
た
め
に
努
め
て
き

ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
、
先
人
が
積
み
重
ね
築
き

上
げ
た
歴
史
や
文
化
、
守
り
育
て
て
き

た
自
然
な
ど
の
貴
重
な
財
産
を
未
来

の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
義
務
が

あ
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
自
治
の
主
役
で
あ

る
町
民
、
町
民
の
信
託
を
受
け
た
町
議

会
及
び
町
長
等
と
の
間
で
、
将
来
に
わ

た
っ
て
共
有
す
べ
き
考
え
方
や
自
治

を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
仕
組
み
を

自
ら
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
さ
ら
に
は
、
町
民
、
町
議
会
及
び
町

長
等
は
、
お
互
い
の
情
報
を
共
有
し
合

い
な
が
ら
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
協
力

し
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
と
役
割

を
果
た
す
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に

よ
っ
て
、
個
性
豊
か
な
魅
力
あ
ふ
れ
る

幌
延
町
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
指
し

ま
す
。

　
私
た
ち
町
民
は
、
幌
延
町
の
ま
ち
づ

く
り
の
理
念
を
明
ら
か
に
し
、
安
全
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
の

た
め
に
、
ま
ち
づ
く
り
の
最
高
規
範
と

し
て
、
こ
こ
に
幌
延
町
ま
ち
づ
く
り
基

本
条
例
を
制
定
し
ま
す
。

　第
１
章
　
総
則

　（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
本
町
の
ま
ち

づ
く
り
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
町
民
、
町

議
会
及
び
町
が
そ
の
役
割
と
責
務

を
共
有
し
あ
い
、
個
性
豊
か
な
地
域

社
会
を
築
く
こ
と
を
目
的
と
し
ま

す
。

　（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

ま
す
。

（
１
）
町
民
　
　
町
内
に
住
み
、
又

は
町
内
で
働
き
、
学
び
、
若
し
く

は
活
動
す
る
人
を
い
い
ま
す
。

（
２
）
町
　
　
町
長
等
及
び
議
会
で

構
成
さ
れ
る
基
礎
自
治
体
と
し

て
の
幌
延
町
を
い
い
ま
す
。

（
３
）
町
長
等
　
　
町
長
、
教
育
委

員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査

委
員
、
農
業
委
員
会
及
び
固
定
資

産
評
価
審
査
委
員
会
を
い
い
ま

す
。

（
４
）
参
加
　
　
町
民
が
ま
ち
づ
く

り
に
主
体
的
に
参
加
し
、
行
動
す

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

（
５
）
協
働
　
　
町
民
、
町
議
会
及

び
町
長
等
が
、
自
主
性
を
尊
重
し

対
等
な
立
場
で
相
互
に
補
完
し
、

協
力
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

（
６
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
　
　
住
ん
で

い
る
地
域
を
単
位
と
し
た
町
内

会
、
目
的
を
掲
げ
て
活
動
し
て
い

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
の

豊
か
な
生
活
を
目
指
し
て
結
ば

れ
た
多
様
な
組
織
を
い
い
ま
す
。

（
７
）
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
　
　

重
要
な
条
例
及
び
計
画
の
策
定

に
当
た
り
、
町
民
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
た
め
に
事
前
に
案
を
公

表
し
、
町
民
の
意
見
を
聴
取
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
す
る
町
長

等
の
考
え
方
を
公
表
す
る
制
度

を
い
い
ま
す
。

第
２
章
　
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
原
則

　（
基
本
原
則
）

第
３
条
　
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
原
則

は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

（
１
）町
民
、町
議
会
及
び
町
長
等
が
、

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
を

共
有
す
る
こ
と
。

（
２
）
町
民
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
考

え
行
動
し
、
ま
ち
づ
く
り
に
参
加

す
る
機
会
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
。

（
３
）町
民
、町
議
会
及
び
町
長
等
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
務
を
認

識
し
、
協
働
し
て
ま
ち
づ
く
り
を

行
う
こ
と
。

（
４
）
町
議
会
及
び
町
長
等
は
、
町

政
に
対
す
る
町
民
の
信
頼
を
確

保
す
る
た
め
、
説
明
責
任
を
果
た

す
と
と
も
に
、
公
正
な
町
政
運
営

を
行
う
こ
と
。

第
３
章
　
情
報
の
共
有

　（
町
民
の
知
る
権
利
）

第
４
条
　
町
民
は
、
町
政
の
主
権
者
と

し
て
、
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
た

め
に
必
要
な
町
の
保
有
す
る
情
報

に
つ
い
て
、
そ
の
提
供
を
受
け
、
又

は
自
ら
取
得
す
る
権
利
を
有
し
ま

す
。

　（
情
報
の
提
供
）

第
５
条
　
町
は
、
町
の
保
有
す
る
情
報

が
町
民
の
共
有
財
産
で
あ
る
こ
と

を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
町
政
に
関

す
る
正
確
で
分
か
り
や
す
い
情
報

を
町
民
が
迅
速
か
つ
容
易
に
得
ら

れ
る
よ
う
、
情
報
の
公
開
を
総
合
的

に
推
進
し
ま
す
。

２
　
町
政
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
条
例

で
定
め
ま
す
。

　（
個
人
情
報
の
保
護
）

第
６
条
　
町
は
、
保
有
す
る
個
人
情
報

に
関
し
て
厳
重
な
管
理
を
行
い
、
町

民
の
権
利
や
利
益
が
侵
害
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
町
が
持
つ
個
人

情
報
を
保
護
し
ま
す
。

２
　
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
は
、
別
に
条
例
で
定
め
ま

す
。

　（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）

第
７
条
　
町
長
等
は
、
町
民
へ
の
説
明

責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
町
政
へ

の
参
加
の
促
進
を
図
り
、
公
正
で
民

主
的
な
開
か
れ
た
町
政
の
推
進
の

た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実

施
し
ま
す
。

２
　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
条

例
で
定
め
ま
す
。

第
４
章
　
参
加
と
協
働

　（
町
民
参
加
の
権
利
及
び
保
障
）

第
８
条
　
町
民
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
主

役
と
し
て
町
政
運
営
に
参
加
す
る

権
利
が
あ
り
ま
す
。

２
　
町
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
重
要
な
計

画
の
策
定
、
実
施
及
び
評
価
の
そ
れ

ぞ
れ
の
過
程
に
お
い
て
、
町
民
の
参

加
を
保
障
し
ま
す
。

　（
町
民
参
加
の
推
進
）

第
９
条
　
町
は
、
町
民
の
ま
ち
づ
く
り

参
加
を
推
進
す
る
た
め
、
積
極
的
に

参
加
で
き
る
機
会
の
拡
充
に
努
め

ま
す
。

２
　
町
民
の
参
加
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
は
、
別
に
条
例
で
定
め
ま
す
。

　（
協
働
の
推
進
）

第
　
条
　
町
民
、
町
議
会
及
び
町
長
等

10は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
の
下

に
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し

ま
す
。

２
　
町
は
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
た
め
、
自
主
的
及
び
主
体
的

に
取
り
組
む
ま
ち
づ
く
り
の
担
い

手
に
対
し
て
、
必
要
な
支
援
を
行
い

ま
す
。

　（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
）

第
　
条
　
町
民
と
町
は
、
自
治
の
担
い

11手
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役

割
と
責
務
を
認
識
し
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
守
り
育
て
ま
す
。

２
　
町
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
で

あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
主
性
と

主
体
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
必
要
な

支
援
を
行
い
ま
す
。

　（
住
民
投
票
）

第
　
条
　
町
は
、
町
政
の
重
要
な
事
項

12に
つ
い
て
、
直
接
町
民
の
意
思
を
確

認
す
る
た
め
、
住
民
投
票
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
住
民
投
票
に
参
加
で
き
る
者
の

資
格
、
投
票
結
果
の
取
り
扱
い
そ
の

他
住
民
投
票
の
実
施
に
必
要
な
事

項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
に
応
じ
、

別
に
条
例
で
定
め
ま
す
。

第
５
章
　
町
民
等

　（
町
民
の
権
利
）

第
　
条
　
町
民
は
、
町
政
の
主
権
者
と

13し
て
、
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
権

利
を
有
し
ま
す
。

２
　
町
民
は
、
相
互
に
基
本
的
人
権
が

尊
重
さ
れ
、
安
全
で
安
心
な
生
活
を

営
む
権
利
を
有
し
ま
す
。

３
　
町
民
は
、
町
政
情
報
に
関
し
知
る

権
利
を
有
す
る
と
と
も
に
、
自
己
に

係
る
個
人
情
報
の
開
示
及
び
適
正

な
措
置
を
請
求
す
る
権
利
を
有
し

ま
す
。

　（
町
民
の
責
務
）

第
　
条
　
町
民
は
、
自
主
的
か
つ
自
律

14的
な
意
思
に
基
づ
い
て
、
積
極
的
に

ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
よ
う
努

め
ま
す
。

２
　
町
民
は
、
お
互
い
を
尊
重
し
、
支

え
合
い
な
が
ら
協
働
し
て
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
よ
う
に
努
め
ま
す
。

　（
事
業
者
等
の
権
利
及
び
責
務
）

第
　
条
　
事
業
者
等
は
、
自
由
に
自
立

15し
た
活
動
を
営
む
と
と
も
に
、
町
民

及
び
町
と
相
互
に
連
携
及
び
協
力

を
図
り
、
協
働
の
担
い
手
と
し
て
、

ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
権
利
を

有
し
ま
す
。

２
　
事
業
者
等
は
、
町
民
と
と
も
に
地

域
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て


